
マンションの長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書 

 

令和   年   月   日 

刈 谷 市 長 

納税義務者又は申告者 

 住所                         

                    氏名又は名称                     

                    電話番号 （      ）      －       

 

地方税法附則第１５条の９の３第１項の規定による固定資産税の減額の適用を受けるため、刈谷市 

税条例附則第１０条の３ 
第１２項 

の規定に基づき下記のとおり 
申告 

します。 
第１３項 提出 

また、この申告に関し必要があるときは、市が保有する情報を市内部において調査・利用すること

に同意します。 

記 

家 屋 の 所 在 地 家屋番号 種類 主体構造 

番地   番   

床面積（㎡） 
建築年月日 登記年月日 

当該工事の 
完了年月日 １階 １階以外 

       

 

当該工事完了後３か月以内に提出できなかった理由 

（該当する場合にのみ記入） 

 市記載欄 

減額年度 担当班 処 理 

    

 

【添付書類（写し可）】 

１ 当該マンションの総戸数が１０戸以上であることを証する書類（設計図書等） 

２ 大規模の修繕等証明書 

３ 過去工事証明書 

４ 次の各区分に応じた書類 

（１）管理計画認定マンションの場合 

管理計画認定通知書（又は変更認定通知書）及び修繕積立金引上証明書 

（２）長期修繕計画に関する助言又は指導を受けたマンションの場合 

助言・指導内容実施等証明書 


